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以下と同様の浸透洗掘対策した場合の費用はどの程度になるのか。堤防天端までHWL以下と同じ対策を行
えば、HWL以下と同じ安全性を確保することができる（委員長）。 
→現在の技術では、HWL以下と同じ信頼性は得られない（河川管理者）。 

  →HWL以下については、堤防設計指針があり、浸透と洗掘に対する安全性は確保できる。なぜ同じこと
がHWL+17cmでできないのか。HWLを超えれば技術的には対応できないというのが河川管理者の説明だ
が、実際にはHWLを超えてしまう箇所がある。これらは仕方がないということか（委員長）。 

→整備計画の目標としてHWL以下に水位を抑えたい。HWLを超えれば、破堤に対する信頼性は著しく低
下するというのが河川管理者の見解だ（河川管理者）。 

→木津川、宇治川、桂川でHWLを超えてしまう。宇治川については整備後の方が水位が上がる。これを
どう考えるのか（委員長）。 

→さまざまな計算があり、例えば、高潮が重なれば、HWLを越えてしまう。計画規模洪水でHWL以下に
おさまるようにするのが、河川管理者としての責任を果たす安全基準だ（河川管理者）。 

・越水対策と標準的な堤防強化の違いは、遮水シート、排気層、裏法保護工、法尻工だが、１km当たりの単
価が最大で5倍近くになっている。また、通常の堤防強化であれば5年の期間だが、越水対策の場合は35
年に増加している（審議資料1-1-2）。かなりの過大評価であり、越水対策をしたくないという資料だ。
本気で越水対策をしようと思えば、さまざまな対策がある（委員長）。 
→さまざまな方法で越水対策をやれるとは思うが、我々の技術では、堤防の信頼性を損ねずに構造体と
して責任が持てるものはできない（河川管理者）。 

・なぜ、耐越水堤防を平成10年の重点施策としたのか。なぜ、平成12年災害復旧助成事業に耐越水堤防を
追加したのか。那珂川上流圏や留萌川の整備計画には耐越水型堤防が位置づけられている。出雲川のHPで
はフロンティア堤防が紹介されている（委員長）。 
→まず、淀川水系の堤防は高いという点が挙げられる。一定の外力に対して越水に耐えられる構造物は
お金をかければ造り得るが、技術的に難しい。実際に４つの現場で耐越水堤防が試験的につくられた
が、コストと効果の関係から、現在はほとんどの現場で使われていない（河川管理者）。 

・整備計画の30年をマイナー対策で切り抜けられるかどうかという点が問題だ。大戸川ダムで下げられる水
位を天端までの堤防補強でカバーできるのか。水源の転用で何とかなるのか。一方で、整備計画の先に繋
がる対策も入れておかなければならない。異常な降雨に対応するためには堤防補強もダムも必要だ。 

・「HWL以下で壊れない堤防をつくれ」というのが法令の趣旨だ。審議資料の「HWLはたとえ1cmでも超過し
ないようにすべきもの」という河川管理者の説明は、河川管理者としてHWLまでの安全性を確保すべく頑
張るということであり、それ以上に頑張ってはいけないという決まりはないのではないか。 
→HWLを超えてもできるだけ壊れないよう工夫はするが、HWLを越えてもよいという計画をつくってよい
わけではない（河川管理者）。 

→HWL+17cmの堤防補強をすれば、結局、安全性に違いはないのではないかというのが委員の意見だ。 
  →河川管理者は責任論から出発している。まずは流域の住民の命をどう守るかを考えた上で、河川管理

者の責任論や法令との調整について議論すべきだ（委員長）。 
  →計画規模洪水でHWLを 1cmも超えてはならないという河川管理者の考えは分かったが、その計画論が

妥当なのかどうかということだろう。 
→整備途上の河川整備計画で、なぜ淀川だけがHWLを 1cmも超えてはならないのか。河川管理者には
「ダムはやりたくないが、ダムが必要」という説明をして欲しい（委員長）。 

→環境も含めて総合的に考えた上で、どうしてもダムが必要だという説明をしてきている。本日は、工
学的に、客観的に、耐越水堤防という選択肢は難しいという説明を行った（河川管理者）。 

・大戸川ダムの代替案として、三川合流地点から枚方までの高水敷掘削、桂川の掘削、天ヶ瀬ダムの現況の
操作も踏まえた総合的な代替案を示してもらいたい（委員長）。 
→確かにその通りだが、複数の代替案を同じ精度で比較する技術ができていない。ダムには実績があ
り、すでにある程度の投資がなされている等、計画の熟度を考えれば、ダムのプライオリティが高く
なることもある。現段階で専門的知識で責任を持って代替案の評価ができるかどうかという問題があ
ることも考えておく必要がある。 

・本日の河川管理者の説明資料は「何が何でもダム、特に大戸川ダムを造りたい」という資料だった。その
ためには「HWL以上の堤防強化と越水対策は何が何でもやりたくない」という説明だった（委員長）。 

４．一般傍聴者からの意見聴取：11名の一般傍聴者から「河川行政が停滞している。整備計画の早期策定と
事業実施をお願いしたい」「流域委員会は諮問委員会。委員には紳士的な意見をお願いしたい」「委員の
質問に対して、河川管理者が答えていない」「委員長は河川管理者時代に川上ダムが必要と説明してき
た」「河川管理者は委員の質問に誠意を持って答えなければならない。「計画高水位を1cmでも超えても
いけない」ではなく、「1cmでも超えさせたくはないし、途端に破堤するようにしたくはない」というこ
とだ。堤防強化については委員会と河川管理者は同じ考えだったはずだ」「委員は利水安全度のデータの
裏付けをご存じなのか。きちんと議論して欲しい」「京都府の水需要予測について河川管理者から頂いた
データを検討したが、けいはんな学研都市に毎日52000人も通う予測になっている。きちんと議論して欲
しい」「河川管理者は代替案のコストダウンや期間短縮について検討すべき。代替案の結論が出るまで整
備計画案を出すべきではない」「球磨川のフロンティア堤防の計画地が放置されている。河川管理者は、
ダムとは別に、なすべき事をなすべき」「審議資料には、委員会には原案の再提示を求める権限はないと
いう記述があるが、法的権限の問題ではない。問題は住民の命だ」「河川管理者は「水源の転用は利水者
が判断すべき」としているが、箕面市が余野川ダムに出したお金を返して頂きたい。河川管理者には、計
画高水位ではなく、命を守って欲しい」といった発言がなされた（例示）。           

以上
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